
平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
四
日
提
出

質

問

第

二

五

八

号

共
謀
罪
の
構
成
要
件
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提

出

者

階

猛
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共
謀
罪
の
構
成
要
件
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

組
織
的
な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
よ
る
改
正
後
の
組
織
的

な
犯
罪
の
処
罰
及
び
犯
罪
収
益
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
三
十
六
号
。
以
下
「
改
正
後
組
織
的
犯
罪

処
罰
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
の
罪
（
以
下
、
「
共
謀
罪
」
と
す
る
）
に
つ
い
て
、
以
下
を
質
問
す
る
。

一

答
弁
書
「
内
閣
衆
質
一
九
三
第
一
九
三
号
」
の
「
三
に
つ
い
て
」
に
関
し
て
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

い
か
な
る
場
合
に
「
具
体
的
か
つ
現
実
的
な
合
意
」
と
な
る
の
か
。

�

実
行
に
移
し
た
と
し
て
も
犯
罪
結
果
が
発
生
し
得
な
い
よ
う
な
犯
罪
計
画
の
合
意
は
「
具
体
的
か
つ
現
実
的
な
合
意
」

に
あ
た
ら
な
い
と
解
し
て
よ
い
の
か
。

�

犯
罪
計
画
の
合
意
が
「
具
体
的
か
つ
現
実
的
な
合
意
」
に
あ
た
る
た
め
に
は
、
組
織
の
各
構
成
員
が
計
画
の
実
行
に
あ

た
っ
て
果
た
す
べ
き
任
務
の
分
担
が
定
ま
る
に
至
っ
て
い
る
必
要
は
あ
る
か
。

�

「
指
揮
命
令
に
基
づ
き
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
任
務
の
分
担
に
従
っ
て
構
成
員
が
一
体
と
し
て
行
動
」
し
て
実
行

す
る
こ
と
を
予
定
し
た
犯
罪
の
計
画
で
な
け
れ
ば
、
「
計
画
」
に
あ
た
ら
な
い
と
解
し
て
よ
い
の
か
。

二

前
記
答
弁
書
の
「
五
に
つ
い
て
」
で
は
、
「
共
謀
罪
」
が
成
立
し
た
後
、
犯
罪
が
実
行
さ
れ
た
場
合
、
共
同
正
犯
が
成
立

一



す
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
あ
る
者
に
「
共
謀
罪
」
が
成
立
し
た
後
、
「
計
画
」
通
り
に
犯
罪
が
実
行
さ
れ
た
場
合
、
こ

の
者
に
つ
い
て
は
必
ず
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
い
う
趣
旨
に
解
し
て
よ
い
の
か
。
逆
に
言
え
ば
、
仮
に
「
計
画
」
に
従
っ

て
犯
罪
が
実
行
さ
れ
た
と
し
て
も
共
同
正
犯
は
成
立
せ
ず
、
教
唆
犯
・
幇
助
犯
が
成
立
す
る
に
と
ど
ま
る
よ
う
な
者
に
つ
い

て
は
、
「
共
謀
罪
」
が
成
立
す
る
こ
と
は
な
い
と
解
し
て
よ
い
の
か
。

三

あ
る
者
に
「
共
謀
罪
」
が
成
立
す
る
た
め
の
主
観
的
要
件
と
し
て
、
以
下
の
点
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

�

「
共
謀
罪
」
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
計
画
」
に
基
づ
く
犯
罪
の
実
行
に
正
犯
ま
た
は
共
犯
と
し
て
関
与
す
る
意
思

を
持
っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
か
。

�

「
計
画
」
に
関
与
し
な
が
ら
、
「
計
画
」
に
基
づ
く
犯
罪
の
実
行
ま
た
は
準
備
行
為
に
は
関
与
す
る
意
思
を
持
た
な
い

者
に
つ
い
て
も
、
「
共
謀
罪
」
の
成
立
は
認
め
ら
れ
る
か
。

四

改
正
後
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
罪
を
一
度
だ
け
実
行
す
る
目
的
で
結
合
し
て
い
る
集
団
も
、
「
組
織
的

犯
罪
集
団
」
に
当
た
る
場
合
が
あ
る
と
解
し
て
よ
い
か
。

五

あ
る
団
体
が
組
織
的
犯
罪
集
団
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
改
正
後
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
別
表
第
三
に
掲
げ
る
罪
を
実
行
す
る

こ
と
を
共
同
の
目
的
と
し
た
上
で
、
「
そ
の
目
的
又
は
意
思
を
実
現
す
る
行
為
の
全
部
又
は
一
部
が
組
織
に
よ
り
反
復
し
て

二



行
わ
れ
る
も
の
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
改
正
後
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
六
条
の
二
及
び
答
弁
書
「
内
閣

衆
質
一
九
三
第
一
九
四
号
」
）
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
以
下
を
明
確
化
さ
れ
た
い
。

�

「
そ
の
目
的
・
・
・
を
実
現
す
る
行
為
」
と
は
、
当
該
組
織
的
犯
罪
集
団
の
共
同
の
目
的
と
さ
れ
た
犯
罪
の
実
行
行
為

に
限
定
さ
れ
る
の
か
。

�

前
項
で
限
定
さ
れ
な
い
と
し
た
場
合
、
「
そ
の
目
的
・
・
・
を
実
現
す
る
行
為
」
に
は
、
犯
罪
を
実
行
す
る
た
め
の
準

備
行
為
も
含
む
の
か
。

�

前
々
項
で
限
定
さ
れ
な
い
と
し
た
場
合
、
当
該
組
織
的
犯
罪
集
団
の
共
同
の
目
的
と
さ
れ
た
犯
罪
の
計
画
行
為
は
「
そ

の
目
的
・
・
・
を
実
現
す
る
行
為
」
に
含
ま
れ
る
か
。

�

「
そ
の
・
・
・
意
思
を
実
現
す
る
行
為
」
に
い
う
「
意
思
」
と
は
い
か
な
る
意
味
か
。
直
前
の
「
目
的
」
と
の
違
い
が

分
か
る
よ
う
に
説
明
さ
れ
た
い
。

�

「
そ
の
目
的
又
は
意
思
を
実
現
す
る
行
為
」
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
場
合
に
「
反
復
し
て
行
わ
れ
る
も
の
」
と
言
え
る

の
か
。

�

組
織
的
犯
罪
集
団
に
あ
た
る
と
さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
そ
の
目
的
又
は
意
思
を
実
現
す
る
行
為
」
の
全
部
又
は
一
部
が

三



組
織
に
よ
っ
て
現
実
に
「
反
復
し
て
」
行
わ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
か
。
も
し
く
は
、
「
反
復
し
て
」
行
う
意
思
を
持
っ

て
い
れ
ば
足
り
る
の
か
。

六

答
弁
書
「
内
閣
衆
質
一
九
三
第
一
九
三
号
」
の
「
三
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
組
織
」
と
は
、
「
指
揮
命
令
に
基
づ

き
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
任
務
の
分
担
に
従
っ
て
構
成
員
が
一
体
と
し
て
行
動
す
る
人
の
結
合
体
」
と
し
て
い
る
。
指

揮
命
令
系
統
が
な
く
、
構
成
員
個
々
人
が
そ
の
判
断
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
人
の
結
合
体
は
「
組
織
」
に
あ
た
ら
ず
、
「
組

織
的
犯
罪
集
団
」
に
該
当
し
な
い
と
解
し
て
よ
い
か
。

七

平
成
二
十
九
年
四
月
十
九
日
の
衆
議
院
法
務
委
員
会
に
お
い
て
、
金
田
大
臣
よ
り
「
か
つ
て
の
組
織
的
な
犯
罪
の
共
謀
罪

の
適
用
対
象
は
、
解
釈
に
よ
っ
て
、
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
上
の
団
体
の
う
ち
、
犯
罪
行
為
を
行
う
こ
と
が
共
同
の
目
的
に
沿

う
も
の
に
限
定
し
て
お
り
ま
し
た
」
と
い
う
発
言
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
に
条
文
を
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の

よ
う
な
限
定
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

八

答
弁
書
「
内
閣
衆
質
一
九
三
第
二
一
五
号
」
の
「
四
に
つ
い
て
」
で
、
「
改
正
後
組
織
的
犯
罪
処
罰
法
第
六
条
の
二
第
一

項
の
罪
は
、
（
中
略
）
計
画
さ
れ
た
犯
罪
が
実
行
さ
れ
る
ま
で
の
間
の
一
連
の
計
画
行
為
を
通
じ
て
一
個
の
罪
と
な
る
」
と

し
て
い
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
「
共
謀
罪
」
の
公
訴
時
効
期
間
の
起
算
点
は
ど
の
時
点
に
な
る
の
か
。 四



右
質
問
す
る
。

五


